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Chushokigyo-chiba

中小企業者

金融機関 認定経営革新
等支援機関

信用保証協会事業計画の策定

計画の策定支援
実施に関する指導・助言

保証

※金融機関が認定経営革新等支援機関となる場合も想定

（保証料引下げ）
経
営
支
援

連携

（保証料引下げ）
貸
付

◎平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、千葉県中央会は「経営革新等

　支援機関」の認定（平成24年11月5日付）を受けています。




